
  

  

  

 

１　 実施期間  
令和７年１２月11日(木)から３１日(水)までの２１日間 

２　 交通安全スローガン 
高めよう！とちぎの交通マナー 

マナーアップ！あなたが主役です
 

３　 運動の重点 
①こどもと高齢者の交通事故防止 
②飲酒運転等の根絶 
③自転車等利用時のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 
④「ライト４（フォー）運動」、「原則ハイビーム」の推進と反射材用品等の着用促進 

４　 統一行動日 
１２月１２日（金）「飲酒運転根絶」強化の日 
１２月１８日（木）「自転車の安全で適正な利用」強化の日 
１２月１９日（金）「ライト４（フォー）とハイビーム、反射材着用促進」強化の日 
１２月２３日（火）「こどもや高齢者に優しい３Ｓ（スリーエス）運動推進」強化の日 

警察官を名乗り、 

  「あなたのキャッシュカードが偽造されている」「暗証番号は？」 

  「キャッシュカードをすぐに交換したほうがよい」 

  「いまから○○がご自宅にうかがいます」 

 という詐欺目的の不審電話が全国的に相次いでいます。 

  県内でも、同様の手口でキャッシュカードをだまし取られ、預貯金を 

引き出される被害が発生しています。 

被害にあわないため、このような不審電話には 

 応じず、次の点に注意してください。 

 ☆他人にはキャッシュカードを絶対に渡さない 

   カードをとりに来るのは詐欺の犯人です！ 

 ☆このような電話があったときは、 

警察安全相談♯９１１０または１１０番通報 

 をお願いします。
 

 

令和7年１２月
下 野 警 察 署
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年末の交通安全県民総ぐるみ運動

 警察官をかたる詐欺にご注意ください！
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